
里地区まちづくり協議会（令和 3 年 6 月発行）
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里地区 田園まちづくりニュース

　第 7 回の協議会は昨年 11 月 29 日に開催しました。「土

地利用計画」、「特別指定区域」、「まちづくりの構想」の

確定に向けて意見交換を行いました。

　今回は、防災、減災のための都市計画法の改正を踏まえ、

田園まちづくり制度の変更点等について説明します。

　また、縦覧中ということで、別冊資料の内容について

詳しく知りたい、よくわからない点についても質問を受

け付け、解説します。

土地利用計画とは

良好な自然環境、地域の宝、農業の資源などを守

る区域と集落の活性化のために活用する区域をま

ちづくりの方針に基づき区分します。

特別指定区域とは

まちづくり計画の実現に向けて、必要な建築物が

建築できるよう指定する区域です。
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地区まちづくり計画及び特別指定区域における

前回協議会からの変更点について

【と　き】令和 3 年        　　     （土）～　　　  （金）

【場　所】里公会堂、加古川市役所まちづくり指導課

【内　容】
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案の縦覧

１　地区まちづくり計画（案）

（１）まちづくりに関する方針（案）

　　　附図：まちづくり構想図（案）

（２）現況図（土地利用現況図）

（３）土地利用計画図（案）

２　特別指定区域の指定（案）

（１）特別指定区域の区域

　　  及び予定建築物等の用途

（２）特別指定区域の位置図

（３）特別指定区域の区域図（案）

縦覧期間中は、

里公会堂でいつでも

ご覧になれます。

ご都合がよい時に

お越しください♪

【と　き】令和 3 年        　　     （土）～　　　  （金）

【提出先】里地区まちづくり協議会 会長

※意見書は市へは提出できませんのでご注意ください。

※意見書の用紙は縦覧場所にございます。また、まちづくり指導課にご連絡いただければ

　郵送も可能です。

　加古川市役所まちづくり指導課　☎079-427-9418
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意見書の提出

案の縦覧及び意見書の提出についてお知らせ


